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業
、
農
業
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
人
が
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
や
器

具
、
備
品
な
ど
を
い
い
ま
す
。

【
例
】

・
構
築
物
（
店
舗
内
装
、
舗
装

路
面
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
、

畦け
い
は
ん畔、
暗あ
ん
き
ょ渠
排
水
な
ど
）

・
機
械
や
装
置
（
各
種
加
工
製

造
用
機
械
、
太
陽
光
発
電
設

備
、
農
業
用
機
械
な
ど
）

・
船
舶
、
車
両
や
運
搬
具

（
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る
も
の
は

除
く
）

・
工
具
、
器
具
、
備
品
な
ど

　

本
市
の
固
定
資
産
税
の
税
額
は
「
課
税
標
準
額
×

税
率
（
１
・
６
％
）
」
と
い
う
式
で
求
め
ら
れ
ま

す
。
こ
の
課
税
標
準
額
は
、
固
定
資
産
の
価
格
（
評

価
額
）
と
本
来
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置
や
負
担
調
整
措
置
の

適
用
が
あ
る
と
き
は
、
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
は
、
田
・
畑
を
宅

地
や
駐
車
場
に
し
た
り
、
家
屋
を
増
改
築
す
る
な
ど

使
用
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
通
常
３

年
ご
と
に
評
価
替
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

宅
地
の
価
格
は
、
評
価
の
均
衡
化
・
適
正
化
を
図

る
目
的
で
、
平
成
６
年
度
の
評
価
替
え
か
ら
、
地
価

公
示
価
格
（
国
土
交
通
省
が
１
月
１
日
現
在
の
宅
地

の
価
格
と
し
て
発
表
）
な
ど
の
７
割
程
度
を
め
ど
と

し
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
用
地
に
は
、
①
専
用
住
宅
の
敷
地
に
利
用
さ

れ
て
い
る
土
地
②
併
用
住
宅
（
店
舗
兼
住
宅
な
ど
）

の
敷
地
に
利
用
さ
れ
て
い
る
土
地
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
住
宅
用
地
に
対
し
て
は
、
家
屋
の
床
面
積
の

10
倍
ま
で
を
限
度
に
、
そ
の
税
負
担
を
特
に
軽
減
す

る
必
要
か
ら
課
税
標
準
の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
小
規
模
住
宅
用
地
】

　

住
宅
用
地
の
う
ち
、
住
宅
一
戸
当
た
り
２
０
０
㎡

ま
で
の
部
分
を
小
規
模
住
宅
用
地
と
い
い
、
課
税
標

準
額
は
評
価
額
の
６
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

【
一般
住
宅
用
地
】

　

小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
を
一
般
住
宅

用
地
と
い
い
、
課
税
標
準
額
は
評
価
額
の
３
分
の
１

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
併
用
住
宅
の
敷
地

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土

地
に
つ
い
て
は
、
居
住
部
分

の
割
合
に
よ
っ
て
、
住
宅
用

地
の
適
用
さ
れ
る
面
積
が
異

な
り
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
家
屋
は
、
一
定

の
要
件
を
備
え
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

門
や
塀
、
壁
が
無
い
カ
ー
ポ
ー
ト
、
基
礎
が
無
く

ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
置
い
た
だ
け
の
物
置
な
ど
は
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
、
家
屋
と
し
て
は
課
税
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
事
業
に
使
用
す

る
場
合
は
、
償
却
資
産
の
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
内
に
同
一
の
人
が
所
有
す
る
土
地
、
家
屋
、
償

却
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
標
準
額
の
合
計
が
次
の

金
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
固
定
資
産
税
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

土
地　
　

30
万
円　

　

家
屋　
　

20
万
円

　

償
却
資
産　

１
５
０
万
円

　

評
価
対
象
と
な
る
土
地
は
、田
、畑
、宅
地
、鉱

泉
地
、池
沼
、山
林
、牧
場
、原
野
、雑
種
地
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
土
地
の
評
価
は
、
国
が
示
す
「
固
定
資

産
評
価
基
準
」
に
基
づ
き
、
地
目
別
の
評
価
方
法
で

評
価
し
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
評
価
上
の
地
目
は
、
土
地

登
記
簿
上
の
地
目
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
年
の
１
月

１
日
の
現
況
の
地
目
に
よ
り
ま
す
。

　

家
屋
の
評
価
は
、
国
が
示
す
「
固
定
資
産
評
価
基

準
」
に
基
づ
き
行
い
ま
す
。
評
価
の
対
象
と
な
る
家

屋
と
同
一
の
も
の
を
評
価
時
点
で
そ
の
場
所
に
新
築

し
た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
費
「
再
建
築
価

格
」
を
算
出
し
、
こ
れ
を
基
準
と
し
ま
す
。
こ
の
基

準
の
価
格
を
新
築
時
か
ら
経
過
年
数
に
応
じ
た
減
価

な
ど
を
考
慮
し
、
家
屋
の
評
価
額
を
求
め
ま
す
。
家

屋
を
新
増
築
し
た
場
合
は
、
家
屋
内
外
部
の
仕
上

げ
・
設
備
・
間
取
り
な
ど
の
調
査
の
た
め
に
職
員
が

訪
問
す
る
の
で
、
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
そ

の
際
、
未
調
査
家
屋
が

あ
っ
た
場
合
、
あ
わ
せ

て
調
査
し
ま
す
。

税
額
の
計
算
方
法

宅
地
評
価
の
基
準

住
宅
用
地
に
対
す
る

課
税
標
準
の
特
例
措
置

門
や
塀
は
家
屋
と
し
て
は

課
税
対
象
外

固
定
資
産
税
の
免
税
点

土
地
の
評
価
方
法

家
屋
の
評
価
方
法

〈
土
地
〉

〈
家
屋
〉

まちづくりを支える

問合せ　資産税課　☎33-4108　各支所地域振興課（鏡支所は市民環境課）

固定資産税
　固定資産税は、毎年１月１日現在における市内の土地・家屋・償却
資産の所有者に課税される地方税です。この税は、市税全体の約50％
を占め、市民サービスや公共事業などを行うための重要な財源です。

　

新
築
住
宅
に
つ
い
て
は
、
新
築
後
一
定
期
間
、
固

定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
住
宅
】

①
専
用
住
宅
、
共
同
住
宅
、
併
用
住
宅
（
併
用
住
宅
の

場
合
は
、
居
住
部
分
の
割
合
が
２
分
の
１
以
上
）

②
居
住
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡
（
一
戸
建
て
以
外
の

貸
家
住
宅
は
40
㎡
）
以
上
２
８
０
㎡
以
下

【
減
額
さ
れ
る
範
囲
】

　

居
住
部
分
の
床
面
積
１
２
０
㎡
ま
で

【
減
額
さ
れ
る
額
】

　

減
額
範
囲
に
相
当
す
る
家
屋
に
か
か
る
固
定
資
産

税
の
２
分
の
１

【
減
額
さ
れ
る
期
間
】

①
一
般
住
宅
は
新
築
後
３
年
度
分
（
３
階
建
て
以

上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
は
５
年
度
分
）

②
認
定
長
期
優
良
住
宅
は
新
築
後
５
年
度
分
（
３
階

建
て
以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
は
７
年
度
分
）

　

よ
っ
て
、
こ
の
軽
減
期
間
を
過
ぎ
る
と
本
来
の

税
額
に
戻
り
ま
す
の
で
、
家
屋
の
固
定
資
産
税
が

上
が
り
ま
す
。

住
宅
を
新
築
し
た
場
合
の

軽
減
措
置

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
建
設
業
や
飲
食

　

家
屋
を
解
体
し
た
場
合
は
、
資
産
税
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

本
市
で
は
課
税
の
公
正
・
公
平
性
の
確
保
を
図
る

た
め
、
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
度

か
ら
償
却
資
産
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
資

料
の
提
出
や
調
査
の
立
ち
会
い
な
ど
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
内
容
に
疑
義
が
あ
っ
た
場
合
や
申
告

が
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
、
電
話
で
尋
ね
た
り
、
来

庁
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

償
却
資
産
と
は

家
屋
を
解
体
し
た
場
合

償
却
資
産
の
実
地
調
査

〈
償
却
資
産
〉

　

償
却
資
産
は
、
毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
事
業
者
自

ら
が
市
町
村
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

新
た
に
事
業
を
始
め
た
人
な
ど
で
、
所
有
す
る
資

産
が
申
告
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
不
明
な
場
合

は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

事
業
を
始
め
た
場
合
の

償
却
資
産
の
申
告

昨年、住宅を解体したが、今年土地の
固定資産税が上がったのはなぜ？

今年２月に土地と家屋を売却したが、
固定資産税の納付書が送られてきた
のはなぜ？

地籍調査後の固定資産税はいつの時
点で反映されますか？

住宅がなくなったことにより、住宅
用地に対する課税標準額の特例措
置の軽減がなくなったからです。
　また、併用住宅を増改築した場
合、居住部分の割合の変更により、
土地の固定資産税が増減すること
があります。

固定資産税は、その年の１月１日現
在の所有者に１年分課税されるため
です。
　なお、年の途中で売却する場合、
税金の支払方法について、売り主と
買い主との間で事前に話し合いをし
ておくか、売買契約書などで取り交
わしておくことが多いようです。

地籍調査後の課税は、毎年１月１日
現在の登記完了分について、登記さ
れた新地積で課税されます。

Q

Q

Q

A

A

A

よくある質問熊本地震に係る被災代替資産に
対する固定資産税の特例
　熊本地震により被災した家屋または償却資産に代わるものとして
取得した資産に対する固定資産税について、次の特例措置が受けら
れます。

適用対象者
　①被災家屋の所有者
　②被災家屋の所有者の相続人
　③代替家屋に被災家屋の所有者と同居する３親等内の親族など
被災家屋の要件
　次の①、②の両方を満たすこと
　①り災証明書の判定が「半壊」以上である住家または公費によ

り解体された非住家の家屋
　②被災家屋の取り壊しまたは売却などの処分がされていること
代替家屋の要件
　①被災家屋に代わるものとして取得した家屋（中古含む）
　②被災家屋を改築したもの
※改築とは、被災した部分を取り壊し、再構築（増築）するもの
であり、修理は改築には当たりません。
取得期限
平成28年４月14日～令和３年３月31日に取得した家屋
適用対象範囲
　被災家屋の床面積相当分の固定資産税の税額を、取得の翌年か
ら４年度分を２分の１に減額します。

　特例措置の対象となる資産の要件などについては、市ホーム
ページを確認ください。

家　屋

償 却 資 産


